
令和７年度ＩＣＴ導入による看護業務改善を目指す病院へのアドバイザー派遣事業 

業務委託における企画提案競技実施要項 

 

 

 令和７年度ＩＣＴ導入による看護業務改善を目指す病院へのアドバイザー派遣事業業務

委託に係る企画提案の募集については、この要項に定めるとおりとする。 

 

１ 目的 

   急速に進む高齢化によって看護需要が高まるほか、医師への働き方改革関連法の適用開 

始に伴う看護職員へのタスクシフトにより、看護職員一人当たりの業務が増加することが 

予想される一方、人口減少から看護人材の大幅な不足が見込まれる中、病院における看護 

業務の効率化・省力化による看護職員の負担軽減は喫緊の課題となっている。 

   病院においては、看護業務における課題を可視化し、ＩＣＴなどのテクノロジーを効果 

的に活用することによる課題解決・看護業務の省力化・効率化により、看護職員の業務負

担軽減及び働きやすい職場環境を作っていくことが求められる。 

  そのため、ＩＣＴ導入による看護業務改善について支援することにより、看護業務改善

に係る好事例を創出し、他の病院に普及させていくことを目的に当事業を実施する。  

   この企画提案競技では、当事業を実施するに当たり、高度な専門的知識やノウハウに基 

づく優れた提案を募集するものである。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務名 

   令和７年度ＩＣＴ導入による看護業務改善を目指す病院へのアドバイザー派遣事業

業務委託 

（２）委託業務の内容 

   別添の仕様書のとおり。 

（３）履行期限 

   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）委託料 

   ３２，８７９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 

３ 応募資格 

  次の（１）から（６）までのいずれかに該当する場合は、参加することができない。 

  （１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、埼玉県における一般競争入札

等の参加を制限されている者 

  （２）埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱（平成２１年４月１日施行）に

基づく入札参加停止措置を受けている者 

  （３）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法に基づく再生手続

開始の申立てがなされている者 

  （４）埼玉県から指名停止措置を受けている者 



  （５）法人税、法人県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等納付すべき税金を

滞納している者 

  （６）埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱（平成２１年４月１日施行）に基づく

入札参加除外を受けている者 

 

４ 選定方法 

  公募型の企画提案方式とする。 

 （１）委託候補者の選定 

     本委託業務を滞りなく完了するためには、受託者が高い業務遂行能力を有してい

る必要がある。そのため、受託者の決定に当たっては、企画内容や事業経費の額の

ほか、事業者の経験や実績を含めて総合的に審査し、その内容が最も優れた提案を

行った１者を選定する。 

 （２）プレゼンテーションの実施（予定） 

    プレゼンテーションは令和７年５月１２日（月）から同年５月１６日（金）まで

に実施する。詳細については、企画提案書を提出した者に後日文書で連絡する。 

 （３）出席者・プレゼンテーションの内容等 

    プレゼンテーションに出席できる人数は、各提案者２名以内とする。 

    プレゼンテーションの時間は、１者当たり３０分を限度とし、プレゼンテーショ

ン後、質疑を行う。 

     なお、プレゼンテーションは事前に提出した企画提案書を基に行うものとし、企

画提案書に記載した内容と異なる新たな提案は行わないものとする。 

 （４）審査項目 

    ア 業務を実施する上で十分な知識・組織体制を有していること。 

    イ モデル施設からの問合せなどに対する十分な支援体制を構築できること 

    ウ 契約直後から業務を円滑に実施できるよう計画が策定されていること。 

    エ 業務を効果的に実施するための具体的な提案であること。 

    オ 他の自治体等で看護業務に関するＩＣＴ等の導入・活用支援に関する事業実 

     績があり、内容及び結果が良好であること。 

 

 （５）その他 

     説明会は行わず、本実施要項及び仕様書に基づき実施する。 

 

５ 質問の受付及び回答 

  企画提案の内容等に関する質問は次のとおり受け付ける。 

  （１）受付期限 

     令和７年４月１６日（水）から同年４月２１日（月）午後５時まで 

  （２）質問方法 

     質問内容を様式３に記載して電子メールで送付すること。 

      【メールアドレス】a3560-01@pref.saitama.lg.jp 

  （３）回答 



     質問に対する回答は、質問者の法人名・団体名を伏せた上で、４月２３日（水）

までに埼玉県ホームページ内の以下のページに掲載する。 

     ＵＲＬ: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0709/2024ictadvisercompe.html 

 

６ 企画提案参加申込書の提出 

  本企画提案に参加を希望する者は、あらかじめ、以下に基づき、参加申込書等を提出 

 すること 

   ア 提出書類 

   （ア）企画提案競技参加申込書（様式第１号） 

   （イ）会社概要（様式第２号） 

   イ 受付期限 

     令和７年４月２５日（金）１７時まで（必着） 

   ウ 提出方法 

     電子メール 

     ※ 必ず到達確認の電話をすること。 

      （電話）048-830-3543 

 

 ７ 企画提案書等の提出 

 （１）提出書類 

     企画提案を行うものは、次の内容を記載した企画提案書等を提出すること。 

    ア 企画提案書（様式第３号） 

    イ 基本方針（任意様式） 

     ・本業務を実施する上での基本方針及び応募の動機 

    ウ 事業実施計画書（別紙１）（別添の仕様書に基づき作成すること。なお、 

     別紙１の項目が盛り込まれていれば様式は縦・横含め、問わない。） 

       ・病院における看護業務の課題に対する考え方 

       ・病院における看護業務改善に対する考え方 

       ・委託業務を効果的に実施するための提案（課題分析、計画策定支援、助言の 

      手法等） 

       ・事業の具体的なスケジュール案 

     ・本業務を実施していく際の管理・実施体制 

    エ 業務実績調書（様式３号） 

     ・令和２年度～令和６年度に国や地方公共団体から受託した業務等に係る実績 

    オ 法人概要資料 

       ・法人の登記事項証明書の写し（全部事項証明書。３か月以内に取得したもの） 

     ・決算書（過去１年分の貸借対照表及び損益計算書） 

       ・事業実績、組織図、パンフレット等（任意様式） 

    カ 事業費等見積書（様式任意） 

       ・別添の仕様書に基づき作成したもの 

       ・見積もった金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を消費税及び地方



消費税として加算して記載すること。 

 （２）提出部数 

     各書類６部。 

    なお、提出書類の用紙サイズは原則Ａ４版とすること。ただし、図表やチャート

等、必要に応じてＡ３版も可能とする。 

    また、各資料については、ＰＤＦデータも下記メールアドレス宛に提出すること。 

 （３）提出方法 

     郵送及び電子メールにより提出する。 

     （提出先は下記「１１ 問合せ先及び書類の提出先」のとおり） 

 （４）提出期限 

    令和７年５月７日（水） 午後５時まで 

 （５）企画提案書の取扱い 

    ア 提出された企画提案書等は、提出者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報

公開条例（平成 12 年埼玉県条例第 77 号）に基づき公文書開示請求がなされた場

合、この限りではない。 

   イ 提出された書類は返却しない。 

 

 （６）その他 

   ア 企画提案書及び企画提案書のために作成した資料は、本県の了解なく公表、使

用することはできない。 

   イ 企画提案書の提出は、１者につき１案とする。 

   ウ 企画提案書の作成及び提出等に係る費用は提出者の負担とする。 

   エ 提出後の差替え及び再提出は認めない。ただし、県の指示による場合はこの限

りではない。 

   オ 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの、提出書類に不備があるものは

無効とする。 

 

８ スケジュール（予定） 

日程 内容 

令和７年４月１６日（水）から 

    同月２１日（月）午後５時まで 
質問事項の受付 

令和７年４月２５日（金）午後５時まで 企画提案参加申込書の受付 

令和７年５月 ７日（水）午後５時まで 企画提案書の受付 

令和７年５月１２日（月）～１６日（金） 

のいずれか 

選定審査（プレゼンテーション） 

令和７年５月１９日（月） 委託契約の締結 

 

９ 委託契約 

  業務委託契約に当たっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするのでは

なく、採用された提案者の提案内容を踏まえて協議を行う。協議が整った際は、委託候



補者から改めて見積書を徴取し、随意契約による委託契約を締結する。 

 

10 その他留意事項 

（１）書類提出後に参加を辞退する場合は、速やかに文書で埼玉県保健医療部医療人材課 

  長に届け出ること。 

（２）業務委託契約に当たっては、埼玉県との契約実績等により契約保証金が必要になる 

  場合がある。 

 

11 問合せ先及び書類の提出先 

  埼玉県保健医療部医療人材課 看護・医療人材担当 

  住所：〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  電話：０４８－８３０－３５４３ 

  電子メール：a3560-01@pref.saitama.lg.jp 


